
安芸高田市臨時職員登録制度のご案内 

 

１．登録職種 

  登録職種は次のとおりです。 

職種によっては、それぞれの免許又は資格を有することが必要です。 

職 種 免許・資格など 

事務職 一般事務補助員  

専門職 

保育士 保育士資格（資格登録必要） 

保健師 保健師免許 

助産師 助産師免許 

看護師 看護師免許 

管理栄養士 管理栄養士免許 

栄養士 栄養士免許 

調理員  

 

２．登録から任用（採用）までの流れ 

(1)「安芸高田市臨時職員登録申請書」を総務部総務課へ提出ください。 

  (2)求人要望の職場があった場合 

   ①求人を要望している担当部課が、登録された方に直接電話連絡等をさせていただ

きます。 

   ②仕事内容や任用期間等の説明を聞いて、市役所（出先機関を含む）での勤務を希

望する場合に担当部課で面接を受けていただきます。（この場で勤務条件や仕事内

容を詳しく説明しますので、ご確認ください） 

   ③面接終了後、速やかに選考して「内定（採否）」を決定させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

３．登録条件 

  一般事務補助員については、基本的なパソコン操作（文書作成及び表計算処理）ので

きる人。また、資格を有する職種については、その資格を有している人。性別、年齢は

問いません。ただし、次の項目のいずれか一つに該当する人は登録できません。 

(1)日本の国籍を有しない者 

  (2)成年被後見人・被保佐人（準禁治産者を含む） 

  (3)禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができな

くなるまでの者 

  (4)安芸高田市において懲戒処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  (5)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

４．勤務条件等 

 (1)任用期間（契約期間） 

    ６ヶ月以内（１回に限り６ヶ月以内の更新をすることがあります） 

職種、業務内容により異なる場合がありますので、選考の際にお知らせします。 

  

※必要の都度、面接等による選考で任用（採用）となりますので、必ず任用（採用）

されるとは限りません。 

※業務内容、登録者の条件等により選考しますので、受付順の採用ではありません。 

※登録有効期間内に、全く連絡がない場合もありますので、ご了承ください。 



 

 (2)勤務時間等 

    勤務時間は、原則 8:30 から 17:15 までですが、職種、業務内容により異なる場合

がありますので、選考の際にお知らせします。 

また、休日は、原則、土日の週２日、祝日及び年末年始（12/29～1/3）ですが、職

種・勤務施設によっては変更（振替）の場合があります。 

休憩時間は原則 12:00～13:00 ですが、職種、業務内容により異なる場合がありま

すので、選考の際にお知らせします。 

  (3)賃金 

職 種 
賃金額 

職 種 
賃金額 

日額 時給 日額 時給 

一般事務補助員 6,320 円 815 円 看護師 7,200 円 929 円 

保育士 8,000 円 1,032 円 管理栄養士 8,000 円 1,032 円 

保健師 8,000 円 1,032 円 栄養士 7,200 円 929 円 

助産師 8,000 円 1,032 円 調理員 8,000 円 1,032 円 

  ※上記賃金額は日額で、１日の勤務時間は７時間 45 分とします（平成 24 年 1 月現在） 

(4)通勤手当相当費 

    通勤距離が２㎞以上の場合に支給します。 

  (5)賃金支給日 

    毎月 25 日〆、翌月 10 日に支給します。 

  (6)社会保険等 

    条件を満たす勤務の場合は、社会保険（健康保険・厚生年金）・雇用保険へ加入し

ます。 

 

５．登録（申込）方法 

   (1)登録有効期間 

登録日からその年度の 3 月末までとします。なお、現在、安芸高田市臨時職員登録

制度に登録されている方で、次年度も引き続き登録を希望される場合は、更新登録

を行ってください。 

(2)登録申請 

   １年を通じて、随時受付けます（土曜日・日曜日・祝日を除く、午前 8 時 30 分から

午後 5 時 15 分まで）。 

  (3)登録申請書類 

    安芸高田市臨時職員登録申請書（新規登録者の方） 

    安芸高田市臨時職員更新申請書（更新登録者の方） 

  (4)登録申請受付場所 

    安芸高田市総務部総務課（安芸高田市役所第２庁舎２階） 

    登録申請書類は持参または郵送で受付けます。 

  (5)登録申請書の取扱い 

    ①申請受理後の「安芸高田市臨時職員登録申請書」は返却しません。 

    ②申請有効期間中に、他で就職された場合等、登録取り消しを希望されるときは、

電話・書面等でご連絡ください。 

     

６．問い合わせ先 

   総務部総務課職員係 

〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田 791 番地   

電話（0826）42-5611 FAX（0826）42-4376 


